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９月２６日(木)、茨城県三の丸庁舎会議室において茨城県生活衛生同業組合の代表者、

仁藤健二茨城県保健医療部生活衛生課長、井川賢一日立保健所監視指導課長、深谷哲博竜

ケ崎保健所監視指導課長、福岡和樹日本政策金融公庫水戸支店長の出席のもと、「令和６年

度第１回衛生水準の確保・向上事業推進会議」を開催しました。 

全国生活衛生同業組合中央会、連合会及び都道府県生活衛

生同業組合では、平成２６年より毎年 11月を「生活衛生同

業組合活動推進月間」とし、生衛組合の活動意義及び地域で

果たしている役割の再確認、組合活動の基盤強化並びに当該

推進月間の周知・広報及び活性化の推進を図る取組を重点的

に展開しています。 

当生衛センターでも推進月間の共催団体として、生衛組合の活動を支援し、衛生水準の

確保・向上を目的とした事業を推進しており、本会議では県指導センター及び各生衛組合

から令和６年度の事業実施に関する行動計画について説明、提案をしていただき、審議の

結果、計画が承認されました。 

これにより、県指導センター及び各生衛組合では、承認された行動計画に基づいた事業

を進めていき、令和７年２月に予定している第２回推進会議において、事業の実施報告と

評価を行うこととしています。 

 

衛生水準の確保・向上事業推進会議を開催しました 

 



 

 令和６年９月２４日(火)に茨城県三の丸庁舎会議室において、消費者代表者と生活衛生

事業者(生衛業者)との懇談会を開催しました。 

 この懇談会は、生衛業者が消費者からの生の声

を直接聞くことで、そのニーズを把握するととも

に、消費者により安全・安心な商品とサービスを

提供するなど、更なるサービスの向上を図ること

を目的として業種毎に毎年開催しています。 

 本年度は「中華料理業」について意見を伺うこ

ととし、消費者代表として「茨城県消費者団体連

絡会」と「茨城県女性団体連絡会」から６名の皆さん、中華料理業代表として「茨城県中

華料理生活衛生同業組合」役員５名、そしてアドバイザーとして県消費生活センターの蛭

川相談試験課長にご出席いただき、「接客」、「料金」、「衛生」、「その他」というテーマに沿

って活発な意見交換が行われました。 

 消費者代表の皆さんからは、中華料理店に対して概ね

良好であるという意見を多くいただき、特に「料金」に

ついては、「原油価格の高騰に伴う物価の高騰、円安な

どの影響を提供価格に転嫁することについて十分理解で

きる。」また、「衛生」においては、「新型コロナ以降消

毒が徹底されており安心感がある。」との意見があがっ

ていました。 

 意見交換後には、県消費生活センターの蛭川課長から、近年の消費生活相談の傾向や特

徴について説明していただきました。 

 

消費者懇談会を開催しました 

 

 

 



 クリーニング業務従事者講習会は、クリーニング業法により義務づけられている研修制

度です。 

営業者は、クリーニング所を開設してから 1年以内に従事者数の 5分の 1以上（端数を

生じた場合は切り上げ）の者を選んで受講させ、その後は、3年に 1回の割合で、同様の

方法で選んだ者に対し受講させることが義務づけられています。 

令和６年度のクリーニング業務従事者講習会の日程等が次のとおり決定しました。 

受講を希望される方は、茨城県生活衛生営業指導センター（TEL029-225-6603）までご連

絡ください。なお、本年度受講対象となっているクリーニング所を営業されている方には

個別にご案内いたします。 

１ 日時及び会場 

開催年月日 会場名 

令和６年１１月 ６日（水） 茨城県県西生涯学習センター 

令和６年１１月１９日（火） 茨城県霞ケ浦環境科学センター 

令和６年１１月２２日（金） 茨城県立歴史館 

※いずれも午後１時～４時３０分の予定です。 

２  研修科目 

   （１）洗濯物の受取保管及び引渡し 

   （２）洗濯物の処理 

   （３）繊維及び繊維製品 

   （４）衛生法規及び公衆衛生 

３ 対象者 

   クリーニング所(取次所を含む)の業務に従事する方で営業者が選定した方 

・営業者は、クリーニング所の開設後 1年以内に、当該クリーニング所のクリーニング業務に関

する衛生管理を行うものとして、その従事者の中からその従事者の数に 5分の 1を乗じて得た

数(その数が１に満たないときは 1とし、その数が 1に満たない端数を生じたときはその端数

を 1として計算する。)の者を受講させる。 

・前記講習を受講させた営業者は、3年を超えない期間ごとに前期と同様の方法で選んだ者を受

講させる。 

４ 申込方法 

本年度受講該当営業所には個別にご案内しますので、各会場の開催日 10日前までに

当センターへ郵送またはＦＡＸにてお申込みください。 

申込先:茨城県生活衛生営業指導センター 

        〒310-0011 水戸市三の丸１－５―３８ 茨城県三の丸庁舎 

           TEL ０２９－２２５－６６０３ 

           FAX ０２９－２２５－６６３８ 

５ 受講料 ４，５００円（当日会場に持参してください。） 

※ 受講を修了した方に対しては、所定の修了証書を交付するとともに、管轄の保健所に受

講済みの報告をします。 

令和６年度クリーニング業務従事者講習会を実施します 

 

 



 令和６年９月１７日(火)に古河商工会議所、令和６年９月１８日(水)にトモス水戸３階

セミナーホールにおいて、日本政策金融公庫主催による標記セミナーが開催され、両会場

合わせて５５名の参加がありました。 

講師はメンタルチャージ ISC研究所㈱代表取締役の岡本文宏

氏で、岡野氏は日本初の商店主専門ビジネスコーチとして、こ

れまでに手に入れたリソースを活用し、200社以上の経営者に

コーチングを行ってきており、著書も数多く出版されている方

です。 

岡本氏の講演では、「できる人材はできるからといって放置

していてはいけない。部下からの話は「ながら聞き」ではなく

全力で聞く。そうすることで部下のモチベーションも上がり、離職率も低くなる。」また、

「良い人材を集めるためには会社(店)の認知を上げることが大事。そのためにはクロスメ

ディアマーケティングに取り組むことが必要。」など、会社や店を経営していくうえで非常

に有意義で興味深い話を聞くことができ、あっという間の 1時間半でした。 

講演後には、生活衛生営業指導センターについて説明する時間をいただき、当センター

の萩原経営相談室長から「センターの成

り立ち」、「事業内容」などをセミナーの

出席者に説明させていただきました。ま

た、セミナー終了後には個別相談コーナ

ーを設け、事業者からの個別相談にも対

応させていただきました。 

 

 

 

定着率がグンと上がる！採用・育成の秘訣 
～仕事ができるスタッフが「辞めない」職場の作り方～ 

をテーマにしたセミナーが開催されました 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

相談内容 

 

 

 

 

 

 

  



 
 



 



 



 



 



  


